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４．すべての優先株式に共通する項目

第二回第四種、第三回第三種ならびに第四回第三種優先株式の取得者に関する事項

名 称

住 所

資 本 金

代表者の氏名

事 業 の 内 容

株式会社整理回収銀行

東京都港区虎ノ門5丁目1番4号

160,000百万円

代表取締役社長   水野  繁

破綻金融機関との合併により承継し、又は破綻金融機関から譲

り受けた営業の整理を行い、ならびに破綻金融機関から買い

取った資産の管理及び処分を行うこと等
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永久劣後債発行要項

  

１． 社 債 総 額       金２，０００億円

２． 各社債の金額 金１億円の１種

３．   社債券の形式 無記名式利札なしに限る。

４．   利 率 本社債の利率は、第９項の規定に基づき定められるロンドン銀行間市場

における円の６か月預金のオファード・レートに以下の上乗せ金利(以下

スプレッドという。)を各期間毎にそれぞれ加算したものとする。

　　平成11年3月31日から平成16年3月31日まで ０．６５％

　　平成16年4月 1日から平成21年3月31日まで １．３５％

                        　　　平成21年4月 1日以降は ２．１５％

５．   発 行 価 額 額面１００円につき金１００円

６．   償 還 価 額 額面１００円につき金１００円

７．   払 込 期 日 平成１１年３月３０日

８． 償還の方法及び期限

（１） 本社債の元金は、下記の事由（以下永久劣後債償還事由という。）のいずれかが生じた場合に、直ち

 に償還する。

① 日本において当行について破産宣告がなされ、その破産手続の最後の配当のための

 配当表(更正された場合は、更正後のもの)に記載された配当に加えるべき債権のう

ち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と同一の条件を付された債権ならびにそ

の他本社債と支払に関して同順位または劣後順位にある債権を除く全ての債権(期限

付劣後債権を含む。)が、各中間配当、最後の配当または追加配当によって、その債

権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたとき。

② 日本において当行について会社更生手続開始の決定がなされ、更生計画認可の決定

が確定したときに、当該更生計画に記載された変更されるべき権利のうち、本社債

に基づく債権及び本号①乃至④と同一の条件を付された債権ならびにその他本社債

と支払に関して同順位または劣後順位にある債権を除く全ての債権(期限付劣後債権

を含む。)が、その確定した債権額につき全額の弁済を受けたとき。

③ 日本において当行について解散判決、株主総会の解散の決議、その他法の定める清

算事由が発生し、一定の期間内に届出られた債権または当行に知られたる債権のう

ち、本社債に基づく債権及び本号①乃至④と同一の条件を付された債権ならびにそ

の他本社債と支払に関して同順位または劣後順位にある債権を除く全ての債権(期限

付劣後債権を含む。)が、その債権額（協定案のある場合は、その条件による。）に

つき全額の弁済を受けたとき。

④ 当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続またはこれに準ずる手続

が日本国外において本号①乃至③に準じて行われる場合で、その手続において本号

①乃至③に記載の条件に準ずる条件が成就したとき。ただし、その手続上そのよう

な条件を付すことが認められない場合には、当該条件にかかることなくその手続が

行われたときに償還する。

（２） 本社債の元金は、その全部または一部を金融監督庁の承認を得た上で、平成16年3月31日以降の各利息

 の支払期日に、第６項に定める償還価額で期限前償還することができる。この場合、当行は期限前償

還日の少なくとも２０日前に必要な事項を公告その他の方法で社債権者に通知する。



89

（３） 本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるときは、その翌銀行営業日にこれを繰り下げる。

 ただし繰り下げた日が償還日の属する月の翌月になる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

（４）本社債の買入消却は、発行日の翌日以降、金融監督庁の承認を得た上でこれを行うことができる。

（５）本社債の償還については、本項第(1)号乃至第(4)号のほか、第１３項に定める劣後特約に従う。

 ９．利息支払の方法

（１） 本社債の利息は発行日の翌日から償還日までこれをつけ、平成11年9月30日を第１回の支払期日として

 その日までの分を支払い、その後毎年3月31日及び9月30日の２回に各々その日までの前半か年分を支

払う。

（２） 支払期日が東京における銀行休業日にあたるときは、その翌銀行営業日にこれを繰り下げる。ただし、

 繰り下げた日が支払期日の属する月の翌月になる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

（３） 本社債の利息を計算するときは、各利息期間（発行日の翌日に開始し、第１回の支払期日に終了する

 期間及びいずれかの支払期日の翌日に開始し、翌支払期日に終了する連続する各期間。以下利息期間

という。）毎の利息金額（利息として社債券１枚当たりにつき支払われる金額をいう。以下利息金額

という。）を次の計算式（以下利息金額計算式という。）により算出する。ただし、円位未満の端数

はこれを切り捨てる。

社債額面金額×利率×利息期間の実日数

利息金額＝                  ３６０日

（４）       ①利息金額計算式において使用する利率は、ロンドン銀行間市場における円の６

 か月預金のオファード・レート（以下６か月ユーロ円ライボーという。）に第４

 項に定める所定のスプレッドを加算したものとする。

② ６か月ユーロ円ライボーとは、利息期間の各々の開始直前の支払期日(初回の利息

 期間の場合は発行日)から本号⑤に定めるロンドン営業日を２日遡った日(以下利

率基準日という。)の午前１１時(ロンドン時間)現在の本号⑥に定めるテレレート

３７５０頁に表示されている当該金利とする。当行は利率確認事務取扱会社とし

て利率基準日の翌東京営業日（以下利率決定日という。)の午前１０時（東京時

間）以前に当該金利を確認する。

③ いずれかの利率基準日に当該金利がテレレート３７５０頁に掲載されないか、また

 はテレレート３７５０頁が利用不能となった場合、当行は、利率決定日に、本号⑦

に定めるすべての利率照会銀行の東京の主たる店舗に対し、利率基準日の午前１１

時(ロンドン時間)頃のロンドン銀行間市場において、それらのロンドンの主たる店

舗が提示している主要銀行に対する円の６か月預金のオファード・レート(年率で

表示)を当行に提供するよう求め、利率照会銀行の提供したオファード・レートの

算術平均値(オファード・レートを提供しない銀行を除く。)を算出し、本号①に定

める６か月ユーロ円ライボーにこれを適用する。ただし、当行に対しオファード・

レートが全ての利率照会銀行から提供された場合に限り、そのうち最も高い２つの

値と最も低い２つの値を除き、残りのオファード・レートについての算術平均値を

算出し、本号①に定める６か月ユーロ円ライボーにこれを適用する。当行に対しオ

ファード・レートを提供した利率照会銀行が２行に満たなかった場合、当行は、当

該利率基準日の直前のロンドン営業日の午前１１時(ロンドン時間）現在のテレ

レート３７５０頁に掲載されているロンドン銀行間市場における円の６か月預金の

オファード・レートをもって、本号①に定める６か月ユーロ円ライボーに適用する。

ただし、上記のロンドン営業日が直前の利息期間における利率基準日以前となる場

合には、利率は直前の利息期間の適用利率とする。

    ④算術平均値の計算は、小数点第５位以下を四捨五入する。

⑤ ロンドン営業日とは、ロンドンにおいて銀行が営業(外国為替及び外貨預金取引を含

 む。)を行っている日とし、東京営業日とは、東京において銀行が営業(外国為替及

び外貨預金取引を含む。)を行っている日とする。

⑥ テレレート３７５０頁とは、円預金の英国銀行協会利息決済レートを表示するダ

 ウ・ジョーンズ・テレレートサービスの頁とする。

⑦ 利率照会銀行とは、利率基準日直前のロンドン営業日にテレレート３７５０頁に表
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 示された６か月ユーロ円ライボーを算出するために、そのオファード・レートを提

供する銀行とする。

（５） 当行は、各利率決定日に利息金額計算式に基づき利息金額を算出するものとし、当該利息金額の算出

 に使用した６か月ユーロ円ライボーならびに利率及び実日数等必要な事項を公告その他の方法で社債

権者に通知するものとする。また、当行は各利息期間の開始日から５銀行営業日以内（利息期間の開

始日を含む。）に本項第(4)号で決定された本社債の利率を本店においてその営業時間中、一般の閲覧

に供する。

（６）償還日後は利息をつけない。

（７） 本社債の利息の支払については、本項第(1)号乃至第(6)号及び第１３項に定める劣後特約のほか、以

 下の条件に従う。

① 本社債の各支払期日における利息の支払は、当該支払期日直前の当行の定時株主総

 会で法令に従い承認または報告された当行の貸借対照表において配当可能利益がな

い場合には、下記の期日のうちいずれか早く到来する日まで繰り延べることができ

る。本号において「配当可能利益」とは、商法、銀行法及び当行が適用を受ける行

政上の規制に従って利益の配当に供しうる額を意味する。

(a) その後の定時株主総会で承認または報告された当行の貸借対照表において配当

 可能利益が生じた後最初に到来する支払期日。

(b)本社債の全部または一部が第８項の定めに従って償還される日。

② 本社債の各支払期日における利息の支払いは、銀行法第１４条の２に基づき定めら

れた当行が最低限維持すべき銀行の自己資本の基準値または銀行及びその子会社等

の自己資本の基準値（以下合わせて基準値という。）に関して、当該支払期日の直

近に公表された当行の自己資本比率または当行及びその子会社等の自己資本比率が

それぞれの基準値の５０パーセント未満である場合には、以下の期日のうちいずれ

か早く到来する日まで繰り延べることができる。

(a) その後に公表された当行の自己資本比率ならびに当行及びその子会社等の自己

資 本比率がそれぞれ基準値の１００パーセント以上となった後最初に到来す

る支払期日。

(b) 本社債の全部または一部が社債要項の定めに従って償還される日。

③ 本号①または②の規定に従って繰り延べられた利息（以下繰延利息という。)には利

息をつけない。

１０．物上担保・保証の有無

本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産

はない。

１１．社債管理会社の不設置

本社債には、商法第２９７条ただし書に基づき、社債管理会社は設置しない。

１２．財務上の特約

本社債には、一切の財務上の特約を付さない。

１３．劣後特約

（１） 当行に関し、①日本において破産宣告がなされ、かつ破産手続が継続している場合、②日本において

 会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、③日本において当行につ

いて解散判決、株主総会の解散の決議、その他法の定める清算事由が発生し、かつその状態が継続し

ている場合、または④日本法によらない破産手続、会社更生手続またはこれに準ずる手続が外国にお

いて行われている場合に、本社債に基づく元利金(繰延利息を含むものとする。以下本項において同

じ。)の支払請求権の効力は、永久劣後債償還事由の発生を停止条件とし、その条件が成就したときに

発生する。

（２） 当行は、前号に従って定められた条件が成就した場合を除き、当行が支払不能のときには本社債に関

 する支払を行ってはならず、また社債権者は支払を要求することはできない。ここで当行が支払不能

の場合とは、①当行が期限の到来している債務を支払うことができない場合、または②当行の総資産

が本社債に基づく債務より上位順位の債務の合計額を上回らない場合をいう。
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（３） 本社債要項の各条項は、いかなる意味においても本社債に優先する債権の債権者に対して不利益を及

 ぼす内容に変更してはならず、このような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に

対しても効力を生じない。

（４） 本社債要項に基づく元利金の支払請求権の効力が、本項に従って発生していないにもかかわらず、そ

 の元利金の全部または一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその

受領した元利金を直ちに当行に返還する。

（５） 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号に従って定められた条件が成就したときに

 発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、社債権者は、本社債に基づく元利金請

求権を相殺の対象とすることはできない。

１４．期限の利益喪失に関する特約

（１）本社債には、期限の利益喪失に関する特約は付されない。

（２） 本社債の社債権者は、商法第３３４条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限

 の利益を喪失せしめられることはない。

１５．社債券の喪失、毀損等の取り扱い

（１） 本社債の社債券を喪失した者が、その種類、記番号、喪失の事由その他必要事項を当行に届け出て、

 かつ、公示催告の手続をし、除権判決の謄本を添えて代わり社債券の交付を請求したときは、当行は、

これに対して代り社債券を交付することができる。

（２） 本社債の社債券を毀損または汚染したものについて代わり社債券の交付請求があったときは、当行は、

 その毀損または汚染社債券と引き換えに代わり社債券を交付することができる。ただし、毀損の程度

が大きいとき、または真偽の鑑別が困難なときは、前号に準ずる。

（３） 本項第(1)号または第(2)号により代わり社債券を交付する場合、当行は、社債券各通について手数料

 としてこれに要した実費（印紙税を含む。）を徴収する。本社債の登録を抹消し、社債券を交付する

場合も同様とする。

     

１６．元利金支払事務取扱者及び元利金支払場所

株式会社富士銀行　本店

１７．登 録 機 関

株式会社富士銀行

１８．公告の方法

本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段に定めがある場合を除いては、当行

の定款所定の新聞紙に掲載する。

１９． 社債権者集会

（１） 本社債の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、会日より少なくとも３週間前までに社債

 権者集会を開く旨及び会議の目的たる事項を公告する。

（２）本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

（３） 本社債の総額の１０分の１以上にあたる社債権者は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した

 書面を当行に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

２０．社債要項の公示

当行は、その本店に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

２１．社債要項の変更

本要項に定められた事項（第１６項を除く。）の変更は、法令に定めがある場合を除き、裁判所

の許可を受けたうえ、社債権者集会の決議を要するものとし。さらに、当該決議に係る裁判所の認

可を必要とする。

この場合、社債権者集会の決議は本要項と一体をなすものとする。

                                                                               以  上


